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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　最外層の絶縁層と、
　前記絶縁層を厚さ方向に貫通し、文字及び記号を含む特定の形状に形作られた第１貫通
孔と、
　前記第１貫通孔内に形成された第１ビア配線と、
　前記第１ビア配線と同一の材料からなり、前記第１ビア配線と接続され、前記絶縁層の
上面に形成された導電パターンと、
　前記導電パターンの上面よりも前記第１貫通孔の底面側に凹むように前記第１ビア配線
の上面に形成された凹部と、
　前記凹部を充填し、前記導電パターン及び前記第１ビア配線を被覆するように前記絶縁
層の上面に形成された保護絶縁層と、を有し、
　前記第１ビア配線と前記導電パターンと前記凹部と前記保護絶縁層とは、前記特定の形
状として識別可能に構成された識別マークを構成し、
　前記凹部の内側面は曲面であり、
　前記第１ビア配線上に形成された前記保護絶縁層は、前記導電パターン上に形成された
前記保護絶縁層よりも厚く形成されていることを特徴とする配線基板。
【請求項２】
　前記凹部の底面は、前記絶縁層の上面よりも前記第１貫通孔の底面側の位置に形成され
ていることを特徴とする請求項１に記載の配線基板。
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【請求項３】
　前記導電パターンは、前記識別マークが形成された領域全体に形成されていることを特
徴とする請求項１又は２に記載の配線基板。
【請求項４】
　前記第１貫通孔は、前記絶縁層の上面側から前記第１貫通孔の底面に向かうに連れて開
口幅が小さくなるテーパ状に形成されていることを特徴とする請求項１～３のいずれか一
項に記載の配線基板。
【請求項５】
　前記保護絶縁層は、ソルダレジスト層であることを特徴とする請求項１～４のいずれか
一項に記載の配線基板。
【請求項６】
　前記特定の形状は、７セグメント式文字であることを特徴とする請求項１～５のいずれ
か一項に記載の配線基板。
【請求項７】
　前記絶縁層の下層に形成された第１配線パターン及び第２配線パターンと、
　前記絶縁層を厚さ方向に貫通して前記第１配線パターンの上面の一部を露出する前記第
１貫通孔と、
　前記絶縁層を厚さ方向に貫通して前記第２配線パターンの上面の一部を露出する第２貫
通孔と、
　前記第２貫通孔を充填する第２ビア配線と、
　前記第２ビア配線を介して前記第２配線パターンと電気的に接続され、前記絶縁層の上
面に形成された配線層と、を有し、
　前記保護絶縁層は、前記配線層の少なくとも一部を接続パッドとして露出させるための
開口部を有し、
　前記第１貫通孔は、前記第２貫通孔よりも体積が大きくなるように形成されていること
を特徴とする請求項１～６のいずれか一項に記載の配線基板。
【請求項８】
　請求項７に記載の配線基板と、
　前記接続パッドと電気的に接続され、前記配線基板に実装された半導体チップと、
を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項９】
　最外層の絶縁層を形成する工程と、
　前記最外層の絶縁層を厚さ方向に貫通し、平面形状が文字及び記号を含む特定の形状に
形作られた第１貫通孔を形成する工程と、
　前記第１貫通孔に対応する平面形状の凹部が上面に形成された第１ビア配線を前記第１
貫通孔内に形成するとともに、前記第１ビア配線と同一の材料からなり、前記第１ビア配
線と接続される導電パターンを前記絶縁層の上面に形成する工程と、
　前記凹部を充填し、前記導電パターン及び前記第１ビア配線を被覆する保護絶縁層を前
記絶縁層の上面に形成し、前記第１ビア配線と前記導電パターンと前記凹部と前記保護絶
縁層とから構成され、前記特定の形状として識別可能に構成された識別マークを形成する
工程と、を有し、
　前記凹部は、前記導電パターンの上面よりも前記第１貫通孔の底面側に凹むように形成
され、
　前記凹部の内側面は、曲面に形成され、
　前記第１ビア配線上に形成された前記保護絶縁層は、前記導電パターン上に形成された
前記保護絶縁層よりも厚く形成されることを特徴とする配線基板の製造方法。
【請求項１０】
　第１配線パターン及び第２配線パターンを被覆する最外層の絶縁層を形成する工程と、
　前記絶縁層を厚さ方向に貫通して前記第１配線パターンの上面の一部を露出し、平面形
状が文字及び記号を含む特定の形状に形作られた第１貫通孔を形成するとともに、前記絶
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縁層を厚さ方向に貫通して前記第２配線パターンの上面の一部を露出する第２貫通孔を形
成する工程と、
　前記第１貫通孔に対応する平面形状の凹部が上面に形成された第１ビア配線を前記第１
貫通孔内に形成し、前記第１ビア配線と同一の材料からなり、前記第１ビア配線と接続さ
れる導電パターンを前記絶縁層の上面に形成するとともに、前記第２貫通孔を充填する第
２ビア配線を形成し、前記第２ビア配線を介して前記第２配線パターンと電気的に接続さ
れる配線層を前記絶縁層の上面に形成する工程と、
　前記配線層の少なくとも一部を接続パッドとして露出させる開口部を有し、前記凹部を
充填するとともに、前記導電パターン及び前記第１ビア配線を被覆する保護絶縁層を前記
絶縁層の上面に形成し、前記第１ビア配線と前記導電パターンと前記凹部と前記保護絶縁
層とから構成され、前記特定の形状として識別可能に構成された識別マークを形成する工
程と、を有し、
　前記第１貫通孔と前記第２貫通孔とは、レーザ加工法により形成され、
　前記第１貫通孔は、前記第２貫通孔よりも体積が大きくなるように形成され、
　前記凹部は、前記絶縁層の上面よりも前記第１貫通孔の底面側に凹むように形成され、
　前記凹部の内側面は、曲面に形成され、
　前記第１ビア配線上に形成された前記保護絶縁層は、前記導電パターン上に形成された
前記保護絶縁層よりも厚く形成されることを特徴とする配線基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、配線基板、半導体装置及び配線基板の製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年では、半導体チップ搭載用等に用いられる配線基板は、小型化、高密度化が進み、
複数の単位配線基板（単位基板）が設けられた大判の配線基板の形態で取り扱われている
（例えば、特許文献１，２参照）。
【０００３】
　図１６に示すように、大判の配線基板１００は、複数（ここでは、９個）の単位配線基
板１０１と、それら複数の単位配線基板１０１を囲む外枠１０２とを有している。配線基
板１００は、切断位置Ａ１０において切断されることにより個片化され、個々の単位配線
基板１０１となる。
【０００４】
　複数の単位配線基板１０１には、平面視したときに特定の文字や記号として識別される
識別マーク１０３が形成されている。図１６に示した複数の単位配線基板１０１には、平
面視したときに「Ｂ１」～「Ｂ９」として識別される識別マーク１０３が形成されている
。この識別マーク１０３は、単位配線基板１０１の位置情報やロット情報などを示してい
る。以下に、識別マーク１０３の形成方法の一例について説明する。
【０００５】
　最上層の絶縁層に貫通孔を形成した後、その貫通孔の内面にめっき層を形成し、それら
貫通孔及びめっき層によって識別マーク１０３を形成する。このとき、貫通孔は、平面視
したときに特定の形状（例えば、「Ｂ１」）として識別可能なように形作られて形成され
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００９－１９４３２１号公報
【特許文献２】特開２００５－２５２１５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
　ところで、上述した配線基板１００（単位配線基板１０１）では、識別マーク１０３の
視認性の向上が望まれており、この点においてなお改善の余地があった。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一観点によれば、最外層の絶縁層と、前記絶縁層を厚さ方向に貫通し、文字及
び記号を含む特定の形状に形作られた第１貫通孔と、前記第１貫通孔内に形成された第１
ビア配線と、前記第１ビア配線と同一の材料からなり、前記第１ビア配線と接続され、前
記絶縁層の上面に形成された導電パターンと、前記導電パターンの上面よりも前記第１貫
通孔の底面側に凹むように前記第１ビア配線の上面に形成された凹部と、前記凹部を充填
し、前記導電パターン及び前記第１ビア配線を被覆するように前記絶縁層の上面に形成さ
れた保護絶縁層と、を有し、前記第１ビア配線と前記導電パターンと前記凹部と前記保護
絶縁層とは、前記特定の形状として識別可能に構成された識別マークを構成し、前記凹部
の内側面は曲面であり、前記第１ビア配線上に形成された前記保護絶縁層は、前記導電パ
ターン上に形成された前記保護絶縁層よりも厚く形成されている。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の一観点によれば、識別マークの視認性を向上させることができるという効果を
奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】（ａ）は、一実施形態の配線基板を示す概略平面図、（ｂ）は、（ａ）に示した
配線基板の一部を拡大した拡大平面図。
【図２】（ａ）は、一実施形態の配線基板を示す概略断面図（図１（ｂ）における２－２
断面図）、（ｂ）は、一実施形態の配線基板を示す概略断面図。
【図３】一実施形態の識別マークを示す概略平面図。
【図４】一実施形態の識別マークを示す概略断面図。
【図５】一実施形態の半導体装置を示す概略断面図。
【図６】（ａ）は、一実施形態の識別マークの作用を示す説明図、（ｂ）は、従来の識別
マークの問題点を示す説明図。
【図７】（ａ），（ｂ）は、一実施形態の配線基板の製造方法を示す概略断面図。
【図８】（ａ）は、一実施形態の配線基板の製造方法を示す概略断面図、（ｂ）は、一実
施形態の配線基板の製造方法を示す概略平面図、（ｃ）は、参考例の配線基板の製造方法
を示す概略平面図。
【図９】（ａ），（ｂ）は、一実施形態の配線基板の製造方法を示す概略断面図。
【図１０】（ａ），（ｂ）は、一実施形態の配線基板の製造方法を示す概略断面図。
【図１１】（ａ），（ｂ）は、一実施形態の配線基板の製造方法を示す概略断面図。
【図１２】（ａ），（ｂ）は、一実施形態の配線基板の製造方法を示す概略平面図。
【図１３】（ａ），（ｂ）は、一実施形態の配線基板の製造方法を示す概略断面図。
【図１４】（ａ），（ｂ）は、変形例の識別マークを示す概略平面図。
【図１５】（ａ）は、変形例の識別マークを示す概略平面図、（ｂ）は、変形例の識別マ
ークを示す概略断面図（図１５（ａ）における１５ｂ－１５ｂ断面図）。
【図１６】従来の配線基板を示す概略平面図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、一実施形態について添付図面を参照して説明する。
　なお、添付図面は、特徴を分かりやすくするために便宜上特徴となる部分を拡大して示
している場合があり、各構成要素の寸法比率などが実際と同じであるとは限らない。また
、断面図では、各部材の断面構造を分かりやすくするために、一部の部材のハッチングを
梨地模様に代えて示し、一部の部材のハッチングを省略している。
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【００１２】
　まず、図１～図４に従って、配線基板１０の構造について説明する。
　図１（ａ）に示すように、配線基板１０は、例えば、シート状の配線基板である。配線
基板１０は、例えば、平面視略矩形状に形成されている。配線基板１０は、複数（ここで
は、３つ）のブロック１１と、複数のブロック１１を囲むように形成された外枠２０とを
有している。複数のブロック１１は互いに分離して画定されている。各ブロック１１には
、単位配線基板（配線基板）１２がマトリクス状（ここでは、３×３）に複数個連設して
設けられている。配線基板１０は、切断位置Ａ１において切断されることにより個片化さ
れ、個々の単位配線基板１２となる。なお、外枠２０は、個片化の際に廃棄される部分で
ある。
【００１３】
　ここで、本明細書において、「平面視」とは、対象物を図２等の鉛直方向（図２の上下
方向）から視ることを言い、「平面形状」とは、対象物を図２等の鉛直方向から視た形状
のことを言う。
【００１４】
　図１（ｂ）に示すように、各配線基板１２には、平面視したときに文字及び記号を含む
特定の形状として識別される識別マーク１５が形成されている。図示の例では、ブロック
１１の中央左側の配線基板１２には、「４」として識別される識別マーク１５が形成され
、その右隣の配線基板１２には、「５」として識別される識別マーク１５が形成されてい
る。なお、図１（ｂ）において図示されていない配線基板１２にも同様の識別マーク１５
が形成されている。この識別マーク１５は、例えば、個片化後の配線基板１２に何らかの
不具合が生じた場合などに利用される。例えば、不具合が生じた配線基板１２が、配線基
板１０のどの位置に配置されていたかを特定することができるため、その不具合が配線基
板１０における特定の場所に依存して生じたものか、あるいは製造工程中の特定のプロセ
スに関連して生じたものか等を解析することができる。このような識別マーク１５として
は、例えば、識別番号、座標情報、ロット番号、シリアル番号、図面番号、製品名称や認
識マーク（アライメントマーク）などが挙げられる。
【００１５】
　図１（ａ）に示すように、外枠２０は、長手方向（図中の左右方向）に延在される一対
のレール部２１と、幅方向（図中の上下方向）に延在される一対のレール部２２とを有し
ている。隣接するブロック１１間に形成されたレール部２２には、幅方向に沿って延びる
複数（ここでは、２個）のスリット２０Ｘが形成されている。スリット２０Ｘは、例えば
、レール部２２（配線基板１０）の表面と裏面との間に貫通形成されている。
【００１６】
　図１（ｂ）に示すように、レール部２２には、平面視したときに文字及び記号を含む特
定の形状として識別される識別マーク２５が形成されている。図示の例では、ブロック１
１の左側に形成されたレール部２２に、「□」として識別される識別マーク２５が形成さ
れている。なお、図１（ｂ）では、レール部２２に１つの識別マーク２５のみを図示した
が、実際にはレール部２２には多数及び多種類の識別マーク２５が形成されている。また
、図１（ｂ）では図示を省略しているが、レール部２１（図１（ａ）参照）にも多数及び
多種類の識別マーク２５が形成されている。このような識別マーク２５としては、例えば
、識別マーク１５と同様に、ブロック１１の識別番号、座標情報、ロット番号、シリアル
番号、図面番号、製品名称や認識マークなどが挙げられる。
【００１７】
　図２（ａ）に示すように、配線基板１０は、基板本体３０を有している。基板本体３０
としては、例えば、コア基板、コア基板を有するコア付きビルドアップ基板、コア基板を
有していないコアレス基板を用いることができる。
【００１８】
　基板本体３０の下面には、配線層４０と、絶縁層４１と、配線層４２と、ソルダレジス
ト層（保護絶縁層）４３とが順に積層されている。また、基板本体３０の上面には、配線
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層５０と、絶縁層５１と、配線層５２と、ソルダレジスト層（保護絶縁層）５３とが順に
積層されている。
【００１９】
　ここで、配線層４０，４２，５０，５２の材料としては、例えば、銅（Ｃｕ）や銅合金
を用いることができる。絶縁層４１，５１の材料としては、例えば、エポキシ系樹脂やポ
リイミド系樹脂などの絶縁性樹脂、又はこれら樹脂にシリカ（ＳｉＯ２）やアルミナ（Ａ
ｌ２Ｏ３）等のフィラーを混入した樹脂材を用いることができる。
【００２０】
　配線層４０は、基板本体３０内の配線層や貫通電極を介して、配線層５０と電気的に接
続されている。絶縁層４１は、配線層４０を被覆するように、基板本体３０の下面に形成
されている。配線層４２は、絶縁層４１の下面に形成されている。配線層４２は、絶縁層
４１を厚さ方向に貫通するビア配線を介して、配線層４０と電気的に接続されている。
【００２１】
　ソルダレジスト層４３は、最下層の配線層４２の一部を被覆するように、最下層の絶縁
層４１の下面に積層されている。ソルダレジスト層４３には、配線層４２の一部を外部接
続用パッドＰ１として露出させるための開口部４３Ｘが形成されている。この外部接続用
パッドＰ１には、配線基板１２をマザーボード等の実装基板に実装する際に使用される外
部接続端子７４（図５参照）が接続されるようになっている。すなわち、外部接続用パッ
ドＰ１が形成されている側（下側）の面が外部接続端子面となる。
【００２２】
　なお、必要に応じて、開口部４３Ｘから露出する配線層４２上に表面処理層を形成する
ようにしてもよい。表面処理層の例としては、金（Ａｕ）層、ニッケル（Ｎｉ）層／Ａｕ
層（Ｎｉ層とＡｕ層をこの順番で積層した金属層）、Ｎｉ層／パラジウム（Ｐｄ）層／Ａ
ｕ層（Ｎｉ層とＰｄ層とＡｕ層をこの順番で積層した金属層）などを挙げることができる
。これらＡｕ層、Ｎｉ層、Ｐｄ層としては、例えば、無電解めっき法により形成された金
属層（無電解めっき金属層）を用いることができる。また、Ａｕ層はＡｕ又はＡｕ合金か
らなる金属層、Ｎｉ層はＮｉ又はＮｉ合金からなる金属層、Ｐｄ層はＰｄ又はＰｄ合金か
らなる金属層である。また、外部接続用パッドＰ１の表面に、ＯＳＰ（Organic Solderab
ility Preservative）処理などの酸化防止処理を施して表面処理層を形成するようにして
もよい。例えば、ＯＳＰ処理を施した場合には、外部接続用パッドＰ１の表面に、アゾー
ル化合物やイミダゾール化合物等の有機被膜による表面処理層が形成される。なお、開口
部４３Ｘから露出する配線層４２（又は、配線層４２上に表面処理層が形成されている場
合には、その表面処理層）自体を、外部接続端子としてもよい。
【００２３】
　なお、ソルダレジスト層４３の材料としては、例えば、フェノール系樹脂やポリイミド
系樹脂などを主成分とする感光性の絶縁性樹脂を用いることができる。ソルダレジスト層
４３は、例えば、シリカやアルミナ等のフィラーを含有していてもよい。
【００２４】
　一方、配線層５０は、基板本体３０の上面に形成されている。配線層５０は、各配線基
板１２に実装される半導体チップ７１（図５参照）と電気的に接続される配線パターン５
０Ａと、識別マーク１５が形成された領域Ｂ１に設けられた配線パターン５０Ｂと、識別
マーク２５が形成された領域Ｂ２に設けられた配線パターン５０Ｃとを有している。
【００２５】
　絶縁層５１は、配線層５０（配線パターン５０Ａ，５０Ｂ，５０Ｃ）を被覆するように
、基板本体３０の上面に形成されている。各配線基板１２に位置する絶縁層５１には、上
面５１Ａから当該絶縁層５１を厚さ方向に貫通して配線パターン５０Ａの上面の一部を露
出する貫通孔５１Ｘが形成されている。貫通孔５１Ｘは、図２（ａ）において上側（絶縁
層５１の上面５１Ａ側）から下側（基板本体３０側）に向かうに連れて径が小さくなるテ
ーパ状に形成されている。例えば、貫通孔５１Ｘは、上側の開口部の開口径が下側の開口
部の開口径よりも大径となる略逆円錐台形状に形成されている。なお、配線パターン５０
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Ａ，５０Ｂ，５０Ｃの上面から絶縁層５１の上面５１Ａまでの厚さは、例えば、１０～５
０μｍ程度とすることができる。
【００２６】
　各貫通孔５１Ｘ内には、配線パターン５０Ａと配線層５２とを電気的に接続するビア配
線５４が形成されている。ビア配線５４は、例えば、貫通孔５１Ｘ内に充填されている。
配線層５２は、絶縁層５１の上面５１Ａに形成されている。配線層５２は、例えば、ビア
配線５４と一体に形成されている。なお、ビア配線５４の材料としては、例えば、銅や銅
合金を用いることができる。
【００２７】
　ソルダレジスト層５３は、最上層の配線層５２の一部を被覆するように、最上層の絶縁
層５１の上面５１Ａに積層されている。ソルダレジスト層５３には、配線層５２の一部を
接続パッドＰ２として露出させるための開口部５３Ｘが形成されている。この接続パッド
Ｐ２には、半導体チップ７１（図５参照）のバンプ７２がフリップチップ接合される。す
なわち、接続パッドＰ２が形成されている上側の面がチップ搭載面になっている。なお、
必要に応じて、開口部５３Ｘから露出する配線層５２上に表面処理層を形成するようにし
てもよい。表面処理層の例としては、Ａｕ層、Ｎｉ層／Ａｕ層、Ｎｉ層／Ｐｄ層／Ａｕ層
やＯＳＰ処理等による有機被膜などを挙げることができる。
【００２８】
　ここで、ソルダレジスト層５３の材料としては、例えば、半透明な材料を用いることが
できる。例えば、ソルダレジスト層５３の材料としては、半透明な青緑色の材料を用いる
ことができる。このようなソルダレジスト層５３の材料としては、例えば、エポキシ系樹
脂やアクリル系樹脂などの絶縁性樹脂に、所定の青緑色系顔料を含有した樹脂材を用いる
ことができる。また、ソルダレジスト層５３は、例えば、シリカやアルミナ等のフィラー
を含有していてもよい。但し、絶縁性樹脂自体の外観色調により、識別マーク１５のコン
トラストが強く、視認性に問題が無ければ、必ずしもソルダレジスト層５３の材料として
半透明な材料を用いなくてもよい。
【００２９】
　配線基板１０のチップ搭載面側には、識別マーク１５と識別マーク２５とが形成されて
いる。以下に、識別マーク１５，２５の構造について詳述する。
　まず、識別マーク１５及びその周辺の構造について詳述する。
【００３０】
　図３に示すように、識別マーク１５の平面形状は、特定の文字・記号（図示の例では、
「４」）として識別可能なように形成されている。本例の識別マーク１５は、７セグメン
ト式文字の「４」として識別可能なように形成されている。すなわち、本例の識別マーク
１５は、７つの線分（セグメント）で１桁の数字を表わす７セグメント式表示によって表
現された「４」として識別可能なように形成されている。
【００３１】
　図２（ａ）に示すように、識別マーク１５が形成された領域Ｂ１には、例えば、基板本
体３０の上面に配線パターン５０Ｂがべた状に形成されている。配線パターン５０Ｂは、
領域Ｂ１全体に広がるようにべた状に形成されている。配線パターン５０Ｂは、例えば、
識別マーク１５と平面視で重なる位置に、識別マーク１５全体の平面形状よりも大きく形
成されている。
【００３２】
　領域Ｂ１に位置する絶縁層５１には、上面５１Ａから当該絶縁層５１を厚さ方向に貫通
して配線パターン５０Ｂの上面の一部を露出する貫通孔５１Ｙが複数個形成されている。
各貫通孔５１Ｙは、図２（ａ）において上側（絶縁層５１の上面５１Ａ側）から下側（貫
通孔５１Ｙの底面側）に向かうに連れて開口幅が小さくなるテーパ状に形成されている。
各貫通孔５１Ｙは、貫通孔５１Ｘよりも体積が大きくなるように形成されている。例えば
、各貫通孔５１Ｙの平面形状は、貫通孔５１Ｘの平面形状よりも大きく形成されている。
【００３３】
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　図３に示すように、複数の貫通孔５１Ｙは、識別マーク１５として識別される特定の文
字・記号（ここでは、７セグメント式数字の「４」）を形作るように形成されている。詳
述すると、図３に示した領域Ｂ１には、７セグメント式表示における各セグメント（線分
）に対応する平面形状（ここでは、平面視略矩形状）に形成された貫通孔５１Ｙが４つ形
成されている。そして、４つの貫通孔５１Ｙは、平面視したときの全体像が７セグメント
式数字の「４」を形作るように形成されている。これら複数の貫通孔５１Ｙは、互いに離
間して形成されている。なお、各貫通孔５１Ｙの幅は、例えば、５０～２００μｍ程度と
することができる。
【００３４】
　図４に示すように、領域Ｂ１には、各貫通孔５１Ｙ内に形成されたビア配線６１と、ビ
ア配線６１と接続され、絶縁層５１の上面５１Ａに形成された導電パターン６２とを有す
る導電層６０が形成されている。
【００３５】
　各ビア配線６１は、貫通孔５１Ｙの一部を埋めるように形成されている。具体的には、
各ビア配線６１は、貫通孔５１Ｙの内面を被覆し、貫通孔５１Ｙの底部を埋めるように形
成されている。この各ビア配線６１の上面には、導電パターン６２の上面６２Ａよりも配
線パターン５０Ｂ側（貫通孔５１Ｙの底面側）に凹む凹部６１Ｘが形成されている。本例
の凹部６１Ｘは、例えば、絶縁層５１の上面５１Ａよりも配線パターン５０Ｂ側に凹むよ
うに形成されている。すなわち、凹部６１Ｘの底面は、絶縁層５１の上面５１Ａよりも配
線パターン５０Ｂ側（貫通孔５１Ｙの底面側）の位置（ここでは、下方）に形成されてい
る。また、凹部６１Ｘの内側面は曲面に形成されている。例えば、本例の凹部６１Ｘは、
断面視略半円状に形成されている。すなわち、本例の凹部６１Ｘは、その内側面及び底面
が曲面に形成されている。また、凹部６１Ｘの内側面は、導電パターン６２の上面６２Ａ
と連続して形成されている。
【００３６】
　図３に示すように、複数の凹部６１Ｘは、識別マーク１５として識別される特定の文字
・記号（ここでは、７セグメント式数字の「４」）を形作るように形成されている。詳述
すると、各凹部６１Ｘの平面形状は、貫通孔５１Ｙの平面形状に対応する形状に形成され
ている。具体的には、各凹部６１Ｘの平面形状は、貫通孔５１Ｙの平面形状よりも一回り
小さい形状（ここでは、略矩形状）に形成されている。すなわち、各凹部６１Ｘは、７セ
グメント表示における各セグメントに対応する平面形状に形成されている。そして、図３
に示した４つの凹部６１Ｘは、平面視したときの全体像が７セグメント式数字の「４」を
形作るように形成されている。これら複数の凹部６１Ｘは、互いに離間して形成されてい
る。なお、各凹部６１Ｘの幅は、例えば、４０～１９０μｍ程度とすることができる。
【００３７】
　図４に示すように、導電パターン６２は、例えば、ビア配線６１を介して配線パターン
５０Ｂと電気的に接続されている。導電パターン６２は、隣接するビア配線６１を互いに
接続するように形成されている。導電パターン６２は、例えば、領域Ｂ１全体に広がるよ
うに絶縁層５１の上面５１Ａの上に形成されている。導電パターン６２は、例えば、ビア
配線６１と一体に形成されている。なお、ビア配線６１と導電パターン６２とは、同一の
材料からなる。ビア配線６１及び導電パターン６２の材料としては、例えば、銅や銅合金
を用いることができる。
【００３８】
　領域Ｂ１に位置するソルダレジスト層５３は、凹部６１Ｘを充填し、ビア配線６１及び
導電パターン６２の表面（上面及び側面）全面を被覆するように形成されている。ソルダ
レジスト層５３の上面は平坦に形成されている。そして、ビア配線６１上に形成されたソ
ルダレジスト層５３は、導電パターン６２上に形成されたソルダレジスト層５３よりも厚
く形成されている。すなわち、ビア配線６１上に形成されたソルダレジスト層５３は、導
電パターン６２上に形成されたソルダレジスト層５３よりも、凹部６１Ｘに充填された分
だけ厚く形成されている。この厚さの違いにより、図３に示すように、凹部６１Ｘに充填



(9) JP 6534602 B2 2019.6.26

10

20

30

40

50

された部分のソルダレジスト層５３と、それ以外の部分のソルダレジスト層５３との濃淡
（コントラスト）が強くなる。具体的には、図４における上側（つまり、導電層６０の上
部方向）から識別マーク１５を見たときに、凹部６１Ｘと平面視で重なる部分のソルダレ
ジスト層５３と、導電パターン６２と平面視で重なる部分のソルダレジスト層５３とのコ
ントラストが強くなる。このため、領域Ｂ１では、複数の凹部６１Ｘによって形作られた
形状（ここでは、７セグメント式数字の「４」）、つまり識別マーク１５として識別され
る形状が視認し易くなる。
【００３９】
　このように、識別マーク１５は、貫通孔５１Ｙ内に形成されたビア配線６１と、導電パ
ターン６２と、ビア配線６１の上面に形成された凹部６１Ｘと、凹部６１Ｘを充填し、ビ
ア配線６１及び導電パターン６２を被覆するソルダレジスト層５３とによって構成されて
いる。
【００４０】
　次に、識別マーク２５の構造について説明する。なお、識別マーク２５の断面構造は、
識別マーク１５の断面構造と同様であるため、ここでは詳細な説明を省略する。
　図１（ｂ）に示すように、識別マーク２５の平面形状は、特定の文字・記号（図示の例
では、「□」）として識別可能なように形成されている。本例の識別マーク２５は、７セ
グメント式表示における４つのセグメントによって表現された「□」として識別可能なよ
うに形成されている。
【００４１】
　図２（ａ）に示すように、識別マーク２５が形成された領域Ｂ２では、絶縁層５１の上
面５１Ａに、当該絶縁層５１を厚さ方向に貫通して配線パターン５０Ｃの上面を露出する
複数の貫通孔５１Ｚが形成されている。複数の貫通孔５１Ｚは、複数の貫通孔５１Ｙと同
様に、「□」という記号を形作るように形成されている。また、各貫通孔５１Ｚは、各貫
通孔５１Ｘよりも体積が大きくなるように形成されている。
【００４２】
　領域Ｂ２には、各貫通孔５１Ｚ内に形成されたビア配線６６と、ビア配線６６と接続さ
れ、絶縁層５１の上面５１Ａに形成された導電パターン６７とを有する導電層６５が形成
されている。各ビア配線６６の上面には、凹部６１Ｘと同様に、導電パターン６７の上面
６７Ａ及び絶縁層５１の上面５１Ａよりも配線パターン５０Ｃ側に凹む凹部６６Ｘが形成
されている。すなわち、各凹部６６Ｘは、各貫通孔５１Ｚよりも一回り小さい平面形状に
形成され、「□」という記号を形作るように形成されている。ソルダレジスト層５３は、
凹部６６Ｘを充填し、ビア配線６６及び導電パターン６７の表面（側面及び上面）全面を
被覆するように形成されている。そして、本例の識別マーク２５は、貫通孔５１Ｚに形成
されたビア配線６６と、導電パターン６７と、ビア配線６６の上面に形成された凹部６６
Ｘと、凹部６６Ｘを充填し、ビア配線６６及び導電パターン６７を被覆するソルダレジス
ト層５３とによって構成されている。
【００４３】
　図２（ｂ）には、図２（ａ）に示した切断位置Ａ１で基板本体３０、絶縁層４１，５１
及びソルダレジスト層４３，５３が切断されて個片化された後の配線基板１２が示されて
いる。なお、各配線基板１２には、切断後にも識別マーク１５が残っている。
【００４４】
　次に、図５に従って、配線基板１２を有する半導体装置７０の構造を説明する。
　半導体装置７０は、配線基板１２と、その配線基板１２に実装された半導体チップ７１
と、アンダーフィル樹脂７３と、外部接続端子７４とを有している。
【００４５】
　半導体チップ７１は、例えば、配線基板１２にフリップチップ実装されている。すなわ
ち、半導体チップ７１の回路形成面（ここでは、下面）に配設されたバンプ７２を配線基
板１２の接続パッドＰ２に接合することにより、半導体チップ７１は、バンプ７２を介し
て、配線基板１２の配線層５２と電気的に接続されている。
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【００４６】
　半導体チップ７１としては、例えば、ＣＰＵ（Central Processing Unit）チップやＧ
ＰＵ（Graphics Processing Unit）チップなどのロジックチップを用いることができる。
また、半導体チップ７１としては、例えば、ＤＲＡＭ（Dynamic Random Access Memory）
チップ、ＳＲＡＭ（Static Random Access Memory）チップやフラッシュメモリチップな
どのメモリチップを用いることもできる。なお、配線基板１２に複数の半導体チップ７１
を搭載する場合には、ロジックチップとメモリチップとを組み合わせて配線基板１２に搭
載するようにしてもよい。
【００４７】
　バンプ７２としては、例えば、金バンプやはんだバンプを用いることができる。はんだ
バンプの材料としては、例えば、鉛を含む合金、ＳｎとＡｕの合金、ＳｎとＣｕの合金、
ＳｎとＡｇの合金、ＳｎとＡｇとＣｕの合金等を用いることができる。
【００４８】
　アンダーフィル樹脂７３は、配線基板１２と半導体チップ７１との隙間を充填するよう
に設けられている。アンダーフィル樹脂７３の材料としては、例えば、エポキシ系樹脂な
どの絶縁性樹脂を用いることができる。
【００４９】
　外部接続端子７４は、配線基板１２の外部接続用パッドＰ１上に形成されている。この
外部接続端子７４は、例えば、図示しないマザーボード等の実装基板に設けられたパッド
と電気的に接続される接続端子である。外部接続端子７４としては、例えば、はんだボー
ルやリードピンを用いることができる。本実施形態では、外部接続端子７４として、はん
だボールを用いている。
【００５０】
　次に、図６に従って、配線基板１０の作用について説明する。
　まず、図６（ｂ）に従って、従来の配線基板に形成された識別マーク１５Ａについて説
明する。識別マーク１５Ａは、配線パターン１１０を被覆する絶縁層１１１に形成された
貫通孔１１１Ｘと、貫通孔１１１Ｘの内面及び絶縁層１１１の上面を連続的に被覆するめ
っき層１１２とから構成されている。貫通孔１１１Ｘは、図６（ｂ）において上側から下
側に向かうに連れて径が小さくなるテーパ状に形成されている。このため、貫通孔１１１
Ｘの内側面を被覆するめっき層１１２は、配線パターン１１０の上面に対して直線状に傾
斜して形成されている。すなわち、貫通孔１１１Ｘの内側面を被覆するめっき層１１２の
表面は平面に形成されている。このような識別マーク１５Ａでは、配線パターン１１０の
上面に対して垂直に入射する入射光Ａは、貫通孔１１１Ｘの底部に形成されためっき層１
１２で反射し、反射光Ｂのように上方に反射する。一方、入射光Ｃ，Ｅのように配線パタ
ーン１１０の上面に対して斜めに入射する光は、貫通孔１１１Ｘの内側面に形成されため
っき層１１２で反射する。このとき、上述したように、貫通孔１１１Ｘの内側面を被覆す
るめっき層１１２の表面が平面に形成されている。このため、貫通孔１１１Ｘの内側面を
被覆するめっき層１１２の表面では拡散反射（乱反射）が起こりにくい。この結果、識別
マーク１５Ａでは、絶縁層１１１の上面に形成されためっき層１１２に入射された入射光
Ｇの反射光Ｈと、貫通孔１１１Ｘ内に形成されためっき層１１２から上方に反射された反
射光との強度の差が小さくなる。このため、貫通孔１１１Ｘ内に形成されためっき層１１
２と、絶縁層１１１の上面に形成されためっき層１１２とのコントラストが弱くなり、識
別マーク１５Ａの視認性が低くなる。
【００５１】
　また、図６（ｂ）に示すようなめっき層１１２の形状の場合には、そのめっき層１１２
上にソルダレジスト層１１３（一点鎖線）を形成すると、そのソルダレジスト層１１３が
貫通孔１１１Ｘ内に垂れ下がってしまう。すると、ソルダレジスト層１１３の上面の平坦
性が損なわれるため、識別マーク１５Ａの視認性が低くなる。
【００５２】
　これに対し、本実施形態では、図６（ａ）に示すように、貫通孔５１Ｙに形成されたビ
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ア配線６１と、導電パターン６２と、ビア配線６１の上面に形成された凹部６１Ｘと、凹
部６１Ｘを充填し、ビア配線６１及び導電パターン６２を被覆するソルダレジスト層５３
とによって識別マーク１５を構成した。また、凹部６１Ｘの内側面を曲面に形成した。こ
の曲面である凹部６１Ｘの内側面は、配線パターン５０Ｂの上面に対して斜めに入射する
入射光Ｃ，Ｅを受け、それら入射光Ｃ，Ｅを反射光Ｄ，Ｆのように上方に拡散反射（乱反
射）する。これにより、導電パターン６２から上方に反射された反射光Ｈと、ビア配線６
１から上方に反射された反射光との強度の差が、従来の識別マーク１５Ａよりも大きくな
る。このため、導電パターン６２の上面６２Ａとビア配線６１の上面とのコントラストが
強くなり、識別マーク１５（つまり、凹部６１Ｘによって形作られた形状）の視認性を向
上させることができる。
【００５３】
　また、識別マーク１５では、ビア配線６１上に形成されたソルダレジスト層５３を、導
電パターン６２上に形成されたソルダレジスト層５３よりも厚く形成した。これにより、
ビア配線６１上に位置するソルダレジスト層５３と、導電パターン６２上に位置するソル
ダレジスト層５３とのコントラストが強くなる。この結果、識別マーク１５の視認性をよ
り向上させることができる。
【００５４】
　さらに、識別マーク１５では、貫通孔５１Ｙ内にその底部を埋めるビア配線６１を形成
し、凹部６１Ｘの底面を底上げした。このため、ソルダレジスト層５３が凹部６１Ｘ内に
垂れ下がっても、そのソルダレジスト層５３によって凹部６１Ｘが充填される。これによ
り、従来の識別マーク１５Ａに比べて、ソルダレジスト層５３の上面の平坦性を向上させ
ることができる。この結果、識別マーク１５の視認性をより向上させることができる。な
お、識別マーク２５についても、識別マーク１５と同様のことが言える。
【００５５】
　次に、配線基板１０の製造方法について説明する。なお、説明の便宜上、最終的に配線
基板１０の各構成要素となる部分には、最終的な構成要素の符号を付して説明する。
　まず、図７（ａ）に示す工程では、基板本体３０を準備する。基板本体３０は、配線基
板１２（図２（ａ）参照）が形成される基板形成領域Ａ２を複数有するとともに、それら
基板形成領域Ａ２の外側に形成され、外枠２０（図２（ａ）参照）が形成される外枠形成
領域Ａ３を有している。続いて、基板本体３０の上面に、配線パターン５０Ａ，５０Ｂ，
５０Ｃを有する配線層５０を形成し、基板本体３０の下面に配線層４０を形成する。配線
層４０，５０は、例えば、セミアディティブ法やサブトラクティブ法などの各種の配線形
成方法を用いて形成することができる。
【００５６】
　次に、図７（ｂ）に示す工程では、キャリア層８０の上面に離型剤（剥離層）を介して
シート状の絶縁層４１が積層された構造体８１と、キャリア層８２の下面に離型剤（剥離
層）を介してシート状の絶縁層５１が接着された構造体８３とを準備する。絶縁層４１，
５１は、Ｂ－ステージ状態（半硬化状態）のものが使用される。キャリア層８０，８２は
それぞれ、絶縁層４１，５１の取り扱いを容易にするための支持材として設けられている
。キャリア層８０，８２としては、例えば、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）フィ
ルム、ＰＩ（ポリイミド）フィルム、ＰＥＮ（ポリエチレンナフタレート）フィルムを用
いることができる。離型剤としては、例えば、シリコーン系離型剤、フッ素系離型剤やア
ルキッド樹脂系離型剤を用いることができる。
【００５７】
　続いて、基板本体３０の下面側に、絶縁層４１を上側に向けた状態で構造体８１を配置
し、基板本体３０の上面側に、絶縁層５１を下側に向けた状態で構造体８３を配置する。
次いで、構造体８１，８３を両面側から真空雰囲気で１１０～１３０℃程度の温度で加熱
・加圧する。これにより、絶縁層４１中に配線層４０が圧入され、絶縁層５１中に配線層
５０（配線パターン５０Ａ，５０Ｂ，５０Ｃ）が圧入される。その後、１７０～１９０℃
程度の温度でキュア（熱硬化処理）を実施して絶縁層４１，５１を硬化させる。本工程に
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より、基板本体３０の下面に、絶縁層４１とキャリア層８０とが順に積層された構造体８
１が積層され、基板本体３０の上面に、絶縁層５１とキャリア層８２とが順に積層された
構造体８３が積層される。
【００５８】
　なお、本工程では、キャリア層８０，８２を省略するようにしてもよい。この場合に、
絶縁層４１，５１として液状又はペースト状の絶縁性樹脂を用いる場合には、基板本体３
０の上面及び下面に液状又はペースト状の絶縁性樹脂をスピンコート法などにより塗布し
、その塗布した絶縁性樹脂を１３０～１９０℃程度の温度で熱処理して硬化させることに
より絶縁層４１，５１を形成することもできる。
【００５９】
　次に、図８（ａ）に示す工程では、絶縁層４１に貫通孔４１Ｘを形成し、絶縁層５１に
貫通孔５１Ｘ，５１Ｙ，５１Ｚを形成する。貫通孔４１Ｘ，５１Ｘ，５１Ｙ，５１Ｚは、
例えば、ＣＯ２レーザやＹＡＧレーザ等によるレーザ加工法によって形成することができ
る。本例では、キャリア層８０，８２を絶縁層４１，５１上に積層した状態で、レーザ加
工法によって貫通孔４１Ｘ，５１Ｘ，５１Ｙ，５１Ｚが形成される。本例の貫通孔４１Ｘ
は、キャリア層８０及び絶縁層４１を厚さ方向に貫通し、配線層４０の下面の一部を露出
するように形成される。本例の貫通孔５１Ｘ，５１Ｙ，５１Ｚは、キャリア層８２及び絶
縁層５１を厚さ方向に貫通し、配線パターン５０Ａ，５０Ｂ，５０Ｃの上面の一部をそれ
ぞれ露出するように形成される。
【００６０】
　このとき、貫通孔５１Ｙ，５１Ｚは、貫通孔５１Ｘよりも体積が大きくなるように形成
される。具体的には、貫通孔５１Ｙ，５１Ｚは、平面視したときに文字及び記号を含む特
定の形状を形作るように形成される。例えば、図８（ｂ）に示すように、複数の貫通孔５
１Ｙは、平面視したときの全体像が特定の形状、ここでは７セグメント式数字の「４」を
形作るように形成される。すなわち、図示の例では、７セグメント式数字の「４」を表現
する４つのセグメントに対応する配置で４つの貫通孔５１Ｙが形成され、各貫通孔５１Ｙ
の平面形状が各セグメントに対応する形状に形成される。各貫通孔５１Ｙの底部には、配
線パターン５０Ｂの上面が露出される。同様に、貫通孔５１Ｚは、平面視したときの全体
像が特定の形状（例えば、「□」）を形作るように形成される。
【００６１】
　なお、図８（ａ）に示した貫通孔４１Ｘ，５１Ｘ，５１Ｙ，５１Ｚは、キャリア層８０
，８２を除去した後に形成してもよい。また、絶縁層４１，５１が感光性樹脂を用いて形
成されている場合には、例えば、フォトリソグラフィ法により所要の貫通孔４１Ｘ，５１
Ｘ，５１Ｙ，５１Ｚを形成するようにしてもよい。
【００６２】
　続いて、キャリア層８０，８２を除去する。例えば、キャリア層８０を絶縁層４１から
機械的に剥離し、キャリア層８２を絶縁層５１から機械的に剥離する。このとき、例えば
図８（ｃ）に示すように、貫通孔５１Ｙを、アラビア数字の「４」を形作るように形成し
た場合には、キャリア層８２に、貫通孔５１Ｙによって囲まれて他の部分と分離された分
離部８２Ａが形成される。この分離部８２Ａが形成された状態で、キャリア層８２を機械
的に剥離すると、分離部８２Ａ（つまり、キャリア層８２の一部）が絶縁層５１上に残っ
てしまう。これに対し、図８（ｂ）に示すように、貫通孔５１Ｙを、７セグメント式数字
の「４」を形作るように形成した場合には、複数の貫通孔５１Ｙが互いに離間して形成さ
れるため、分離部８２Ａが形成されない。このため、本例では、キャリア層８２を機械的
に剥離すると、キャリア層８２全体を剥離することができる。すなわち、本例では、キャ
リア層８２の一部が絶縁層５１上に残るという問題の発生を抑制することができる。
【００６３】
　図９（ａ）に示すように、キャリア層８０，８２（図８（ａ）参照）を剥離すると、絶
縁層４１の下面が外部に露出され、絶縁層５１の上面５１Ａが外部に露出される。なお、
図７（ｂ）及び図８に示した工程において、キャリア層８０，８２を省略した場合には、
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当然、本工程を省略することができる。
【００６４】
　次いで、貫通孔４１Ｘ，５１Ｘ，５１Ｙ，５１Ｚをレーザ加工法によって形成した場合
には、デスミア処理を行う。これにより、貫通孔４１Ｘの底部に露出する配線層４０の下
面及び貫通孔５１Ｘ，５１Ｙ，５１Ｚの底部に露出する配線層５０の上面に付着した樹脂
スミア（樹脂残渣）を除去する。
【００６５】
　続いて、図９（ｂ）に示す工程では、絶縁層４１の下面全面と、貫通孔４１Ｘの内側面
全面と、貫通孔４１Ｘの底部に露出する配線層４０の下面全面とを連続的に被覆するシー
ド層８５を形成する。また、絶縁層５１の上面５１Ａ全面と、貫通孔５１Ｘ，５１Ｙ，５
１Ｚの内側面全面と、貫通孔５１Ｘ，５１Ｙ，５１Ｚの底部に露出する配線層５０の上面
全面とを連続的に被覆するシード層８６を形成する。これらシード層８５，８６は、例え
ば、スパッタ法や無電解めっき法を用いて形成することができる。なお、シード層８５，
８６の材料としては、例えば、銅や銅合金を用いることができる。また、シード層８５，
８６としては、例えば、複数の金属膜を積層した構造を有するシード層を用いることもで
きる。このようなシード層８５，８６としては、例えば、窒化チタン、窒化タンタル（Ｔ
ａＮ）、タンタル（Ｔａ）、クロム（Ｃｒ）等からなる金属膜と、銅や銅合金からなる金
属膜とを順に積層した構造を有するシード層を用いることができる。ここで、窒化チタン
や窒化タンタルは、銅よりも耐腐食性の高い金属であって、銅よりも絶縁層４１，５１と
の密着性が高い金属である。
【００６６】
　次いで、図１０（ａ）に示す工程では、シード層８５上に、所定の箇所に開口パターン
８７Ｘを有するレジスト層８７を形成する。また、シード層８６上に、所定の箇所に開口
パターン８８Ｘ，８８Ｙ，８８Ｚを有するレジスト層８８を形成する。開口パターン８７
Ｘは、配線層４２（図２（ａ）参照）の形成領域に対応する部分のシード層８５を露出す
るように形成される。開口パターン８８Ｘは、配線層５２（図２（ａ）参照）の形成領域
に対応する部分のシード層８６を露出するように形成される。開口パターン８８Ｙは、識
別マーク１５（図２（ａ）参照）が形成される領域Ｂ１におけるシード層８６の表面全面
を露出するように形成される。開口パターン８８Ｚは、識別マーク２５（図２（ａ）参照
）が形成される領域Ｂ２におけるシード層８６の表面全面を露出するように形成される。
レジスト層８７，８８の材料としては、例えば、次工程のめっき処理に対して耐めっき性
がある材料を用いることができる。例えば、レジスト層８７，８８の材料としては、感光
性のドライフィルムレジスト又は液状のフォトレジスト（例えば、ノボラック系樹脂やア
クリル系樹脂等のドライフィルムレジストや液状レジスト）等を用いることができる。例
えば、感光性のドライフィルムレジストを用いる場合には、シード層８５の下面及びシー
ド層８６の上面にドライフィルムを熱圧着によりラミネートし、そのドライフィルムをフ
ォトリソグラフィ法によりパターニングしてレジスト層８７，８８を形成する。なお、液
状のフォトレジストを用いる場合にも、同様の工程を経て、レジスト層８７，８８を形成
することができる。
 
【００６７】
　次に、図１０（ｂ）に示す工程では、レジスト層８７をめっきマスクとして、シード層
８５の下面に、そのシード層８５をめっき給電層に利用する電解めっき法を施す。例えば
、レジスト層８７の開口パターン８７Ｘから露出されたシード層８５の下面に電解めっき
法（ここでは、電解銅めっき法）を施す。これにより、シード層８５よりも内側の貫通孔
４１Ｘを充填する金属層８９（電解めっき金属層）が形成され、その金属層８９の下面及
びシード層８５の下面に金属層９０（電解めっき金属層）が形成される。
【００６８】
　また、図１０（ｂ）に示す工程では、レジスト層８８をめっきマスクとして、シード層
８６の上面に、そのシード層８６をめっき給電層に利用する電解めっき法を施す。例えば
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、レジスト層８８の開口パターン８８Ｘ，８８Ｙ，８８Ｚから露出されたシード層８６の
上面に電解めっき法（ここでは、電解銅めっき法）を施す。これにより、シード層８６よ
りも内側の貫通孔５１Ｘを充填する金属層９１が形成され、シード層８６よりも内側の貫
通孔５１Ｙ内に金属層９２が形成され、シード層８６よりも内側の貫通孔５１Ｚ内に金属
層９３が形成される。さらに、金属層９１（電解めっき金属層）の上面及びシード層８６
の上面に金属層９４（電解めっき金属層）が形成される。
【００６９】
　このとき、領域Ｂ１，Ｂ２にそれぞれ形成された貫通孔５１Ｙ，５１Ｚは、貫通孔５１
Ｘよりも体積が大きくなるように形成されている。このため、各貫通孔５１Ｘには金属層
９１が充填される一方で、各貫通孔５１Ｙ，５１Ｚにはめっき膜（金属層９２，９３）が
充填されず、金属層９２，９３の上面に凹部６１Ｘ，６６Ｘがそれぞれ形成される。これ
ら凹部６１Ｘ，６６Ｘの内面は曲面に形成される。換言すると、本工程において内面が曲
面となる凹部６１Ｘ，６６Ｘが形成されるように、各貫通孔５１Ｙ，５１Ｚの体積が設定
されている。
【００７０】
　このとき、各凹部６１Ｘの平面形状は、貫通孔５１Ｙの平面形状に対応して形成される
。具体的には、各凹部６１Ｘの平面形状は、例えば、対応する貫通孔５１Ｙの平面形状よ
りも一回り小さく形成される。このため、複数の凹部６１Ｘは、複数の貫通孔５１Ｙと同
様に、平面視したときの全体像が特定の形状（例えば、７セグメント式数字の「４」）を
形作るように形成される。同様に、凹部６６Ｘの平面形状は、例えば、対応する貫通孔５
１Ｚの平面形状よりも一回り小さく形成される。このため、複数の凹部６６Ｘは、複数の
貫通孔５１Ｚと同様に、平面視したときの全体像が特定の形状（例えば、「□」）を形作
るように形成される。
【００７１】
　続いて、図１１（ａ）に示す工程では、図１０（ｂ）に示したレジスト層８７，８８を
、例えば、アルカリ性の剥離液により除去する。次いで、図１１（ｂ）に示す工程では、
金属層８９，９０をエッチングマスクとして、不要なシード層８５をエッチングにより除
去する。これにより、絶縁層４１の下面に形成されたシード層８５と金属層９０とから構
成される配線層４２が形成される。また、金属層９１～９４をエッチングマスクとして、
不要なシード層８６をエッチングにより除去する。これにより、貫通孔５１Ｘ内に形成さ
れたシード層８６と金属層９１とから構成されるビア配線５４と、絶縁層５１上に形成さ
れたシード層８６と金属層９４とから構成される配線層５２とが形成される。また、貫通
孔５１Ｙに形成されたシード層８６と金属層９２とから構成されるビア配線６１と、領域
Ｂ１における絶縁層５１上に形成されたシード層８６と金属層９４とから構成される導電
パターン６２とが形成される。さらに、貫通孔５１Ｚに形成されたシード層８６と金属層
９３とから構成されるビア配線６６と、領域Ｂ２における絶縁層５１上に形成されたシー
ド層８６と金属層９４とから構成される導電パターン６７とが形成される。
【００７２】
　ここで、以上説明した製造工程のうちレジスト層８７，８８（図１０（ａ）参照）のパ
ターニング（露光）工程においては、例えば、大判の基板本体３０を複数の領域に分割し
て露光するステップアンドリピート方式の露光方法（ステッパを用いた露光方法）が用い
られる。この露光方法では、図１２（ａ）及び図１２（ｂ）に示すように、基板本体３０
を複数（ここでは、３つ）の領域、つまり図１２（ａ）に太線枠で示した領域Ａ４と、図
１２（ｂ）に太線枠で示した領域Ａ４と、残りの領域Ａ４との３つの領域Ａ４に分割する
。そして、その分割した３つの領域Ａ４の１つ１つの領域を順次露光していく。すなわち
、まず、図１２（ａ）に太線枠で示した領域Ａ４を露光し、次に、図１２（ｂ）に太線枠
で示した領域Ａ４を露光した後に、残りの領域Ａ４を露光する。このとき、３つの領域Ａ
４に対して共通の露光マスクを使用して露光が行われるため、各領域Ａ４においてレジス
ト層８７，８８（図１０（ａ）参照）が同じようにパターニングされる。換言すると、ス
テッパを用いた露光方法では、３つの領域Ａ４に対して、同一の開口パターン８７Ｘ，８
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８Ｘ，８８Ｙ，８８Ｚ（図１０（ａ）参照）しか形成できず、同一パターンの配線層４２
，５２（図１１（ｂ）参照）しか形成することができない。このため、ステッパを用いた
露光方法を用いて識別マークを形成する場合には、基板形成領域Ａ２毎に異なる形状の識
別マークを形成することは困難であり、各領域Ａ４内の外枠形成領域Ａ３毎に異なる形状
の識別マークを形成することは困難である。なお、基板形成領域Ａ２毎に異なる露光マス
クを使用することにより、基板形成領域Ａ２毎に異なる形状の識別マークを形成すること
ができる。しかし、この場合には、基板形成領域Ａ２毎に露光を行う必要があり、さらに
露光のたびに露光マスクを交換する必要があるため、配線基板１０の製造コストが大幅に
増大するという問題がある。
【００７３】
　これに対し、本実施形態では、図８～図１１に示したように、レジスト層８８のパター
ニングとは別に、貫通孔５１Ｘを形成する工程と同一の工程において、貫通孔５１Ｙ，５
１Ｚを形成するようにした。また、本実施形態では、ビア配線５４及び配線層５２を形成
する工程と同一の工程において、ビア配線６１，６６及び導電パターン６２，６７を形成
するようにした。さらに、本実施形態では、貫通孔５１Ｙ，５１Ｚをレーザ加工法により
形成するようにした。このため、基板形成領域Ａ２毎に異なる平面形状となる複数の貫通
孔５１Ｙ及びビア配線６１を容易に形成することができ、各領域Ａ４の外枠形成領域Ａ３
毎に異なる平面形状となる複数の貫通孔５１Ｚ及びビア配線６６を容易に形成することが
できる。さらに、本実施形態では、貫通孔５１Ｘの体積と貫通孔５１Ｙ，５１Ｚの体積と
を調整することにより、ビア配線５４の形成と同時に、上面に凹部６１Ｘ，６６Ｘを有す
るビア配線６１，６６を形成することができる。また、本実施形態では、導電パターン６
２を領域Ｂ１全体に広がるように形成し、導電パターン６７を領域Ｂ２全体に広がるよう
に形成するようにした。このため、導電パターン６２，６７の形状に対応する開口パター
ン８８Ｙ，８８Ｚの形状を、基板形成領域Ａ２毎及び外枠形成領域Ａ３毎に変更する必要
がなく、共通の形状に設定することができる。
【００７４】
　なお、貫通孔５１Ｙ，５１Ｚを形成するために製造時間（レーザ加工時間）が増加する
が、貫通孔５１Ｘを形成する工程と同一の工程において対応できるため、配線基板１０の
製造時間の増大を好適に抑制することができる。すなわち、基板形成領域Ａ２毎に異なる
露光マスクを使用し、各領域Ａ４の外枠形成領域Ａ３毎に異なる露光マスクを使用する場
合に比べて、配線基板１０の製造時間の増加を好適に抑制することができる。このため、
識別マーク１５，２５の形成に伴って配線基板１０の製造コストが増大することを好適に
抑制することができる。
【００７５】
　次に、図１３（ａ）に示す工程では、絶縁層４１の下面に、配線層４２の所要の箇所に
画定される外部接続用パッドＰ１を露出させるための開口部４３Ｘを有するソルダレジス
ト層４３を形成する。また、絶縁層５１の上面５１Ａに、配線層５２の所要箇所に画定さ
れる接続パッドＰ２を露出させるための開口部５３Ｘを有するソルダレジスト層５３を形
成する。ソルダレジスト層５３は、ビア配線６１，６６の凹部６１Ｘ，６６Ｘを充填し、
導電パターン６２，６７の表面全面を被覆するように形成される。このとき、凹部６１Ｘ
，６６Ｘと平面視で重なる部分のソルダレジスト層５３は、それ以外の部分のソルダレジ
スト層５３よりも厚く形成される。本工程により、ビア配線６１と導電パターン６２と凹
部６１Ｘとソルダレジスト層５３とによって構成される識別マーク１５と、ビア配線６６
と導電パターン６７と凹部６６Ｘとソルダレジスト層５３とによって構成される識別マー
ク２５とが形成される。
【００７６】
　以上の製造工程により、本実施形態の配線基板１０が製造される。すなわち、各基板形
成領域Ａ２に配線基板１２が製造され、外枠形成領域Ａ３に外枠２０が製造される。
　次に、図１３（ａ）に示した構造体を切断位置Ａ１に沿ってダイシングブレード等によ
って切断する。これにより、図１３（ｂ）に示すように、配線基板１２が個片化され、複
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数の配線基板１２が製造される。なお、本工程において、外枠２０（図１３（ａ）参照）
は廃棄される。
【００７７】
　以上説明した本実施形態によれば、以下の効果を奏することができる。
　（１）貫通孔５１Ｙに形成されたビア配線６１と、導電パターン６２と、ビア配線６１
の上面に形成された凹部６１Ｘと、凹部６１Ｘを充填し、ビア配線６１及び導電パターン
６２を被覆するソルダレジスト層５３とによって識別マーク１５を構成した。また、凹部
６１Ｘの内側面を曲面に形成した。これにより、導電パターン６２の上面６２Ａとビア配
線６１の上面とのコントラストが強くなる。このため、ビア配線６１の上面に形成された
凹部６１Ｘによって形作られた識別マーク１５の視認性を向上させることができる。
【００７８】
　（２）ビア配線６１上に形成されたソルダレジスト層５３を、導電パターン６２上に形
成されたソルダレジスト層５３よりも厚く形成した。これにより、ビア配線６１上に位置
するソルダレジスト層５３と、導電パターン６２上に位置するソルダレジスト層５３との
コントラストが強くなる。この結果、識別マーク１５の視認性をより向上させることがで
きる。
【００７９】
　（３）レジスト層８８のパターニング（配線層５２の形成）とは別に、絶縁層５１に貫
通孔５１Ｙ，５１Ｚを形成し、それら貫通孔５１Ｙ，５１Ｚ内に凹部６１Ｘ，６６Ｘを有
するビア配線６１，６６をそれぞれ形成するようにした。また、貫通孔５１Ｙ，５１Ｚを
レーザ加工法により形成するようにした。これにより、基板形成領域Ａ２毎に異なる形状
の識別マーク１５を容易に形成することができ、各領域Ａ４の外枠形成領域Ａ３毎に異な
る形状の識別マーク２５を容易に形成することができる。換言すると、識別マーク１５，
２５の設置位置及び形状を自由に選択することができるため、各単位配線基板１２に形成
される識別マーク１５の設計自由度を向上させることができ、外枠２０に形成される識別
マーク２５の設計自由度を向上させることができる。
【００８０】
　（４）導電パターン６２を領域Ｂ１全体に広がるように形成し、導電パターン６７を領
域Ｂ２全体に広がるように形成するようにした。これにより、導電パターン６２，６７の
形状に対応してレジスト層８８の開口パターン８８Ｙ，８８Ｚの形状を、各基板形成領域
Ａ２毎及び各外枠形成領域Ａ３毎に変更する必要がなく、共通の形状に設定することがで
きる。このため、ステッパを用いた露光方法によって、各基板形成領域Ａ２における導電
パターン６２と各外枠形成領域Ａ３における導電パターン６７とを形成することができる
。
【００８１】
　（５）貫通孔５１Ｘを形成する工程と同一の工程において、レーザ加工法により、貫通
孔５１Ｙ，５１Ｚを形成するようにした。これにより、配線基板１０の製造時間の増大を
抑制することができ、配線基板１０の製造コストが増大することを好適に抑制することが
できる。
【００８２】
　（６）さらに、貫通孔５１Ｘの体積より貫通孔５１Ｙ，５１Ｚの体積の方が大きくなる
ように貫通孔５１Ｘ，５１Ｙ，５１Ｚを形成することにより、ビア配線５４の形成と同時
に、上面に凹部６１Ｘ，６６Ｘを有するビア配線６１，６６を形成するようにした。これ
により、識別マーク１５，２５の形成に伴って配線基板１０の製造時間が増加することを
好適に抑制できるため、配線基板１０の製造コストが増大することを好適に抑制できる。
【００８３】
　（他の実施形態）
　なお、上記実施形態は、これを適宜変更した以下の態様にて実施することもできる。
　・上記実施形態では、凹部６１Ｘ，６６Ｘを断面視略半円状に形成した。すなわち、凹
部６１Ｘ，６６Ｘの内側面及び底面を曲面に形成した。これに限らず、例えば、凹部６１
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Ｘ，６６Ｘの底面を平坦面に形成するようにしてもよい。すなわち、凹部６１Ｘ，６６Ｘ
の内側面が曲面であれば、凹部６１Ｘ，６６Ｘの底面の形状は特に限定されない。
【００８４】
　・上記実施形態の配線基板１０において、凹部６１Ｘ，６６Ｘを充填し、絶縁層５１上
に形成されるのは、ソルダレジスト層５３に限定されず、ソルダレジスト層以外の保護絶
縁層（絶縁層）であってもよい。
【００８５】
　・上記実施形態の配線パターン５０Ｂを省略してもよい。
　・上記実施形態の配線パターン５０Ｃを省略してもよい。
　・上記実施形態では、７セグメント式数字として識別される識別マーク１５に具体化し
た。これに限らず、７セグメント式数字以外の文字・記号として識別される識別マーク１
５に具体化してもよい。例えば、図１４（ａ）及び図１４（ｂ）に示すように、複数の凹
部６１Ｘの配置によって形作られる文字・記号（図１４（ａ）では、アラビア数字の「４
」、図１４（ｂ）では「＋」）として識別される識別マーク１５に具体化してもよい。す
なわち、図１４（ａ）及び図１４（ｂ）に示した複数の凹部６１Ｘは、平面視したときの
全体像が特定の形状として識別可能となるように、その特定の形状を形作るように配置さ
れている。なお、識別マーク２５についても識別マーク１５と同様に変更可能である。
【００８６】
　・上記実施形態では、複数の凹部６１Ｘ，６６Ｘによって特定の形状（例えば、７セグ
メント式表示の「４」や「□」）自体を形作るように、複数の凹部６１Ｘ，６６Ｘを形成
するようにした。
【００８７】
　これに限らず、例えば図１５（ａ）に示すように、特定の形状（ここでは、７セグメン
ト式数字の「４」）の外形を囲むように凹部６１Ｘを形成するようにしてもよい。この場
合には、凹部６１Ｘにより縁取られた部分の平面形状が特定の形状（ここでは、７セグメ
ント式数字の「４」）として識別される。すなわち、図１５（ｂ）に示すように、凹部６
１Ｘにより縁取られた導電パターン６２の平面形状が特定の形状として形作られる。この
ため、導電パターン６２の上面６２Ａに形成されたソルダレジスト層５３（つまり、ビア
配線６１上に形成されたソルダレジスト層５３よりも薄いソルダレジスト層５３）の平面
形状が特定の形状として識別される。なお、識別マーク２５についても識別マーク１５と
同様に変更可能である。
【００８８】
　・上記実施形態の配線基板１０において、貫通孔５１Ｙ，５１Ｚ及び凹部６１Ｘ，６６
Ｘ等によって形作られた識別マーク１５，２５と併せて、ステッパを用いた露光方法によ
って形成される識別マークを形成するようにしてもよい。
【００８９】
　・上記実施形態では、識別マーク１５，２５をチップ搭載面側（接続パッドＰ２側）に
形成するようにした。これに限らず、例えば、識別マーク１５，２５を外部接続端子面側
（外部接続用パッドＰ１側）に形成するようにしてもよい。
【００９０】
　・上記実施形態の識別マーク２５を省略してもよい。
　・上記実施形態の配線基板１２における配線層４０，５０，４２，５２及び絶縁層４１
，５１の層数や配線の取り回しなどは様々に変形・変更することが可能である。
【００９１】
　・上記実施形態では、配線基板１２に半導体チップ７１を実装する場合について説明し
たが、被実装体としては半導体チップ７１に限定されない。例えば、配線基板１２の上に
別の配線基板を積み重ねる構造を有するパッケージ（パッケージ・オン・パッケージ）に
も、本発明を適用することができる。
【００９２】
　・上記実施形態における配線基板１２に実装される半導体チップの数や、その半導体チ
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ップの実装の形態（例えば、フリップチップ実装、ワイヤボンディング実装、又はこれら
の組み合わせ）などは様々に変形・変更することが可能である。
【００９３】
　・上記実施形態では、３つのブロック１１を有する配線基板１０に具体化したが、ブロ
ック１１の数は特に限定されない。例えば、１つ又は２つのブロック１１を有する配線基
板１０に具体化してもよいし、４つ以上のブロック１１を有する配線基板１０に具体化し
てもよい。
【００９４】
　・上記実施形態では、単位配線基板１２がマトリクス状に複数個連設されたブロック１
１を有する配線基板１０に具体化したが、例えば、単位配線基板１２が帯状に複数個連設
されたブロック１１を有する配線基板１０に具体化してもよい。すなわち、単位配線基板
１２がＮ×Ｍ個（Ｎは２以上の整数、Ｍは１以上の整数）連設されたブロック１１を有す
る配線基板であれば、その単位配線基板１２の配列は特に限定されない。
【符号の説明】
【００９５】
　１０　配線基板
　１１　ブロック
　１２　配線基板
　１５，２５　識別マーク
　２０　外枠
　５０　配線層
　５０Ａ　配線パターン（第２配線パターン）
　５０Ｂ，５０Ｃ　配線パターン（第１配線パターン）
　５１　絶縁層
　５１Ｘ　貫通孔（第２貫通孔）
　５１Ｙ，５１Ｚ　貫通孔（第１貫通孔）
　５２　配線層
　５３　ソルダレジスト層（保護絶縁層）
　５３Ｘ　開口部
　５４　ビア配線（第２ビア配線）
　６１，６６　ビア配線（第１ビア配線）
　６１Ｘ，６６Ｘ　凹部
　６２，６７　導電パターン
　７０　半導体装置
　７１　半導体チップ
　Ｐ２　接続パッド
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